
練馬区告示第３１９号 

 

 練馬区自転車の適正利用に関する条例（昭和60年12月練馬区条例第49号）第11

条、第12条第２項もしくは第３項または第19条第１項もしくは第２項に基づき撤

去した自転車について、同条例第13条第２項の規定により練馬区自転車の適正利

用に関する条例施行規則（昭和61年６月練馬区規則第41号）で定める事項を下記

のとおり告示する。 

 

令和８年６月１９日 

 

練馬区長  吉田 健一 

 

 

記 

 

 

１ 保管場所および返還日 

⑴ 保管場所 

中  村自転車集積所（練馬区中村一丁目９番14号） 

平 和 台自転車集積所（練馬区早宮二丁目18番35号） 

石神井台自転車集積所（練馬区石神井台三丁目17番16号） 

富士見台自転車集積所（練馬区富士見台三丁目30番20号） 

⑵ 返還日時 

撤去した日の翌日から起算して１か月間における祝日を含む毎日 

（午前９時30分から午後５時30分まで） 

２ １以外の告示事項  別紙のとおり 

 




